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支配株主等に関する事項について 
 

 当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

１. 親会社、支配株主（親会社を除く）又はその他の関係会社の商号等 

（2026年３月 31日現在） 

名称 属性 議決権所有割合（％） 発行する株券が上場され

ている金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

株式会社レスター 親会社 51.09 － 51.09 株式会社東京証券取引所 

プライム市場 

 

２. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係  

株式会社レスターは、当社の議決権の51.09％を保有する親会社であります。当社と株式会社レ

スターは2024年８月９日に資本業務提携契約を締結し、相互の企業価値向上を図っております。

当該契約において、親会社は当社の取締役として監査等委員ではない業務執行取締役１名を含む

取締役２名以内を指名する権利を有するものとしております。また、同契約において、上場会社

としての当社の経営上の独立性を維持するものとしております。グループ再編に係る事項等につ

いては親会社の事前承諾を要し、事業運営における重要な事項については協議、報告を行うこと

とするものの、これら一定の事項を除き、当社の意思決定が親会社の意向により左右されること

のない体制を構築・維持することとして合意しており、当社の独立性は実質的に確保されており

ます。 

 

３. 支配株主等との取引に関する事項 

親会社グループとの間に、開示対象となる重要な取引はありません。 

 

４. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況  

当社グループ各社は、親会社グループ各社と日常的な営業上の取引を行っておりますが、親会社

グループとの取引条件等については、他の取引先と同様の条件（市場価格を勘案した適正価格）に

よることとしており、親会社グループとの取引が少数株主の利益を害することがないように努めて

おります。親会社グループと少数株主との利益が相反する重要な取引については、取締役会の決議

又は独立社外取締役の過半数から要請があった場合に、取締役会が指名した独立社外取締役により

構成される特別委員会を設置することとし、かかる特別委員会において当該取引の検討等を行うこ

ととしております。 

以 上 


